
○ひたちなか市建設工事成績評定要綱 

平成２１年３月３１日 

訓令第８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，ひたちなか市が発注する建設工事（以下「工事」という。）

の成績評定（以下「評定」という。）を行うに際し，厳正かつ的確な評定を実施

するため，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は，ひたちなか市建設工事等検査要綱（平成

６年訓令第３９号）の例による。 

（対象工事） 

第３条 評定は，１件の当初の契約金額が２００万円を超える工事について行う。 

（評定者） 

第４条 評定を行う者（以下「評定者」という。）は，総括監督員及び主任監督員

並びに検査職員とする。 

（評定者区分） 

第５条 評定は，次表左欄の工事契約金額の区分に応じ，同表右欄の評定者の区分

に定める職員が行うものとする。 

工事契約金額 評定者 

総括監督員 主任監督員 検査職員 

２００万円を超え５

００万円未満 

課長補佐・技佐以上

の職員 

係長・主幹以上の職

員 

総務部契約検査課工

事検査室に所属する

職員 

５００万円以上１億

５０００万円未満 

課長・副技正以上の

職員 

係長・主幹以上の職

員 

総務部契約検査課工

事検査室に所属する

職員 

１億５０００万円以

上 

副部長・技正以上の

職員 

課長補佐・技佐以上

の職員 

総務部契約検査課工

事検査室に所属する

職員 

（評定の時期） 

第６条 評定は，次の各号に掲げる評定者の区分に応じ，当該各号に定める時期に

行うものとする。 

（１） 検査職員 完了検査時，部分引渡し検査時及び中間検査時 



（２） 総括監督員及び主任監督員 工事完了時及び部分引渡し時 

（評定項目） 

第７条 評定は，次に掲げる事項について行うものとする。 

（１） 施工体制 

（２） 施工状況 

（３） 出来形及び出来ばえ 

（４） 工事特性 

（５） 創意工夫 

（６） 社会性等 

（７） 法令遵守等 

（評定の方法） 

第８条 評定は，別に定める方法により工事ごとに独立して行うものとする。 

２ 評定者は，別に定める評定表に評定の結果を記録するものとする。 

（評定結果の報告） 

第９条 検査職員は，全ての評定者が評定を終了したときは，遅滞なく契約検査課

長及び総括監督員に評定の結果を報告するものとする。 

（評定結果の通知） 

第１０条 契約検査課長は，前条の規定による報告があったときは，遅滞なく，評

定の結果を当該工事の受注者に通知しなければならない。 

（評定結果の変更） 

第１１条 契約検査課長は，前条の規定により評定の結果を通知した後に，当該評

定の結果を変更すべき事由が生じた場合には，当該評定の結果を変更し，速やか

に，変更後の評定の結果を当該工事の受注者に通知しなければならない。 

（説明請求等） 

第１２条 契約検査課長は，前２条の規定による通知を受けた日から起算して１４

日以内に当該受注者から評定の内容について説明を求められた場合には，速やか

に，当該受注者に評定の内容を書面により説明するものとする。 

（評定結果の公表） 

第１３条 契約検査課長は，評定が確定した日から評定を行った日の属する年度の

翌年度の末日までの間，評定の結果を別に定める方法により公表するものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，評定について必要な事項は，別に定める。 

付 則 



この訓令は，平成２１年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年訓令第６号） 

（施行期日） 

１ この訓令は，令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの様式による用

紙については，当分の間，所要の補正をした上，なお使用することができる。 

付 則（令和４年訓令第１０号） 

（施行期日） 

１ この訓令は，令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後のひたちなか市建設工事成績評定要綱の規定は，この訓令の施行の日以

後に発注する建設工事について適用し，同日前に発注した建設工事については，

なお従前の例による。 

付 則（令和８年訓令第３号） 

（施行期日） 

１ この訓令は，令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後のひたちなか市建設工事等検査要綱及び第３条の規

定による改正後のひたちなか市建設工事成績評定要綱の規定は，この訓令の施行

の日以後に設計審査が終了した建設工事，委託等について適用し，同日前に設計

審査が終了した建設工事，委託等については，なお従前の例による。 

 


